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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文
（
公
営
住
宅
法
関
係
規
定
抜
粋
）

○

公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
三
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
整
備
基
準
）

（
整
備
基
準
）

第
五
条

公
営
住
宅
の
整
備
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
事
業
主

第
五
条

公
営
住
宅
の
整
備
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
整
備
基
準
に
従
い
、
行
わ

体
が
条
例
で
定
め
る
整
備
基
準
に
従
い
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
主
体
は
、
公
営
住
宅
の
整
備
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基

２

事
業
主
体
は
、
公
営
住
宅
の
整
備
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
整

準
を
参
酌
し
て
事
業
主
体
が
条
例
で
定
め
る
整
備
基
準
に
従
い
、
こ
れ
に
併
せ
て
共

備
基
準
に
従
い
、
こ
れ
に
併
せ
て
共
同
施
設
の
整
備
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

同
施
設
の
整
備
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
入
居
者
資
格
）

（
入
居
者
資
格
）

第
二
十
三
条

公
営
住
宅
の
入
居
者
は
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
条
件
を
具
備
す
る

第
二
十
三
条

公
営
住
宅
の
入
居
者
は
、
少
な
く
と
も
次
の
各
号
（
老
人
、
身
体
障
害

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
そ
の
他
の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
（

次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
老
人
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
及
び
第
三

号
）
の
条
件
を
具
備
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事

実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予
約
者
を
含
む
。
第
二

十
七
条
第
五
項
及
び
附
則
第
十
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
こ
と
。

一

そ
の
者
の
収
入
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に

二

そ
の
者
の
収
入
が
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
、
ロ

定
め
る
金
額
を
超
え
な
い
こ
と
。

又
は
ハ
に
掲
げ
る
金
額
を
超
え
な
い
こ
と
。
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イ

入
居
者
の
心
身
の
状
況
又
は
世
帯
構
成
、
区
域
内
の
住
宅
事
情
そ
の
他
の
事

イ

入
居
者
が
身
体
障
害
者
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必

情
を
勘
案
し
、
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
条
例
で
定

要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合

入
居
者
又
は
同
居
者
の
居
住
の

め
る
場
合

入
居
の
際
の
収
入
の
上
限
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
で
事

安
定
を
図
る
た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
で
事
業
主
体

業
主
体
が
条
例
で
定
め
る
金
額

が
条
例
で
定
め
る
金
額

ロ

公
営
住
宅
が
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
激
甚
災
害
に
対

処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
国
の
補
助
に
係
る
も
の
又
は
第
八
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る

場
合
に
お
い
て
事
業
主
体
が
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
住
宅
に
居
住
し
て
い
た
低

額
所
得
者
に
転
貸
す
る
た
め
借
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

災
害
に
よ
り
滅

失
し
た
住
宅
に
居
住
し
て
い
た
低
額
所
得
者
の
居
住
の
安
定
を
図
る
た
め
必
要

な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
で
事
業
主
体
が
条
例
で
定
め
る
金
額

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

低
額
所
得
者
の
居
住
の
安
定
を
図
る
た
め

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

イ
又
は
ロ
の
政
令
で
定
め
る
金
額

必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
を
参
酌
し
て
、
イ
の
政
令
で
定
め
る

の
い
ず
れ
を
も
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
金
額

金
額
以
下
で
事
業
主
体
が
条
例
で
定
め
る
金
額

二

現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

三

現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
で
あ
る
こ
と
。

（
入
居
者
資
格
の
特
例
）

（
入
居
者
資
格
の
特
例
）

第
二
十
四
条

公
営
住
宅
の
借
上
げ
に
係
る
契
約
の
終
了
又
は
第
四
十
四
条
第
三
項
の

第
二
十
四
条

公
営
住
宅
の
借
上
げ
に
係
る
契
約
の
終
了
又
は
第
四
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
公
営
住
宅
の
用
途
の
廃
止
に
よ
り
当
該
公
営
住
宅
の
明
渡
し
を
し
よ
う

規
定
に
よ
る
公
営
住
宅
の
用
途
の
廃
止
に
よ
り
当
該
公
営
住
宅
の
明
渡
し
を
し
よ
う

と
す
る
入
居
者
が
、
当
該
明
渡
し
に
伴
い
他
の
公
営
住
宅
に
入
居
の
申
込
み
を
し
た

と
す
る
入
居
者
が
、
当
該
明
渡
し
に
伴
い
他
の
公
営
住
宅
に
入
居
の
申
込
み
を
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
具
備
す
る
者
と
み
な

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
具
備
す
る
者
と
み
な

す
。

す
。

２

第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別

２

前
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
は
、
同
条
各
号
（
老
人
等
に
あ
つ

じ
ん
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の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
に
係

て
は
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
）
に
掲
げ
る
条
件
を
具
備
す
る
ほ
か
、
当
該
災
害

る
公
営
住
宅
又
は
第
八
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
事

発
生
の
日
か
ら
三
年
間
は
、
な
お
、
当
該
災
害
に
よ
り
住
宅
を
失
つ
た
者
で
な
け
れ

業
主
体
が
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
住
宅
に
居
住
し
て
い
た
低
額
所
得
者
に
転
貸
す
る

ば
な
ら
な
い
。

た
め
借
り
上
げ
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
具
備
す
る

ほ
か
、
当
該
災
害
発
生
の
日
か
ら
三
年
間
は
、
当
該
災
害
に
よ
り
住
宅
を
失
つ
た
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
居
者
の
保
管
義
務
等
）

（
入
居
者
の
保
管
義
務
等
）

第
二
十
七
条

公
営
住
宅
の
入
居
者
は
、
当
該
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
に
つ
い
て
必

第
二
十
七
条

公
営
住
宅
の
入
居
者
は
、
当
該
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
に
つ
い
て
必

要
な
注
意
を
払
い
、
こ
れ
ら
を
正
常
な
状
態
に
お
い
て
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

要
な
注
意
を
払
い
、
こ
れ
ら
を
正
常
な
状
態
に
お
い
て
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

公
営
住
宅
の
入
居
者
は
、
当
該
公
営
住
宅
の
入
居
の
際
に
同
居
し
た
親
族
（
婚
姻

５

公
営
住
宅
の
入
居
者
は
、
当
該
公
営
住
宅
の
入
居
の
際
に
同
居
し
た
親
族
以
外
の

の
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予

者
を
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

約
者
を
含
む
。
）
以
外
の
者
を
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で

事
業
主
体
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
主
体
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

附

則

附

則

１
～

（
略
）

１
～

（
略
）

14

14当
分
の
間
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）

15
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
地
域
内
の
公
営
住

宅
に
係
る
第
二
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
公
営
住
宅
の
入
居
者
が
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、
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
同
条

第
一
号
の
条
件
を
具
備
す
る
者
と
み
な
す
。

当
分
の
間
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）

当
分
の
間
、
前
項
の
公
営
住
宅
に
係
る
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

15

16

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
地
域
内
の
公
営
住

い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
耐
用
年
限
の
四
分
の
一
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
特
別

宅
に
係
る
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
耐
用

の
事
由
の
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
耐
用
年
限
の
四
分
の
一
を
経
過
し

年
限
の
四
分
の
一
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
特
別
の
事
由
の
あ
る
と
き
は
」
と
あ

た
場
合
に
お
い
て
は
」
と
す
る
。

る
の
は
、
「
そ
の
耐
用
年
限
の
四
分
の
一
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
は
」
と
す
る

。


